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健康づくりは、「自分の健康は自分で守る」として、一人ひとりが主体的に取り組むものですが、

個人の力だけで達成できるものではありません。個人の力とあわせて、社会全体として個人の健康づ

くりを支援していく環境を整備することが重要です。 

  このため、生活に関連している関係者がそれぞれの特性をいかし、役割を明確にして連携、協力し

ながら健康づくりを推進していきます。 

 

 め ざ す 姿 

【みんなで健診 みんなが推進 みんなの安心 明るい笑顔の 愛 のまち】 

個人・家庭 

 

 

○年 1回の健診、がん検診を受診 

○健康づくりの実践 

○家族、友人等への健康づくり支援 

地 域 

（子ども会・老人クラブ・町内会・婦人部等） 

○地域全体で健康づくりを実践する 

 

 

 

 

 

 

町内事業所 

○職場健診の実施、受診勧奨 

○職場全体で健康づくりに取り組む 

○受動喫煙対策の推進 

 

保健医療関係機関 

○健康づくりに関する情報提供や指導 

○行政と協力し、健康づくりを推進 

 

  

行 政 

○健康診査、がん検診等の実施や未受

診者への受診勧奨 

○健康づくりに関する情報提供や各種

事業の開催 

○地域の健康課題の分析 

教育関係機関 

○生活習慣の形成のための教育や指導 

○家族や地域と連携した健康づくり 

○行政と連携した健康教育 
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